


員弁郡北勢町大字阿下喜字東別当1714､ 1716から1718まで､ 1718の１､ 1719､ 1720､ 1722､ 1722の１､ 1723､

1724､ 1752､ 1753の１､ 1753の２､ 1754､ 1755の１､ 1755の２､ 1756から1760まで､ 1761の１､ 1761の２､

1762､ 1762の１､ 1763の１､ 1763の２､ 1764の１､ 1764の２､ 1765の１､ 1765の２､ 1766から1772まで､ 1772

の１､ 1773から1776まで及びこれらの区域に隣接介在する道路､ 水路である国有地の全部､ 大字飯倉字遠越

181から185まで､ 字向田223の１､ 224､ 225､ 225の１､ 229から232まで

２ 員弁郡北勢町大字阿下喜字上北田に編入する区域

員弁郡北勢町大字阿下喜字下北田2167の３､ 2168の２､ 大字飯倉字小林107の１､ 117､ 118の１から118の４

まで､ 118の６､ 119から121まで､ 121の１､ 122から124まで､ 124の１､ 125から129まで､ 130の１､ 130の２､

131､ 132の１､ 132の２､ 133､ 134､ 134の１､ 135及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部､

字藤木160の１の一部､ 162の一部､ 163の２の一部､ 163の４の一部並びに大字阿下喜字上北田2230､ 2238､

2241､ 2241の３､ 2242､ 2244､ 2244の１､ 2244の２に隣接する字藤木の水路である国有地の全部

３ 員弁郡北勢町大字飯倉字藤木に編入する区域

員弁郡北勢町大字阿下喜字上北田2229の一部､ 2230の一部､ 2231､ 2231の１､ 2232､ 2232の１､ 2232の２､

2233から2235まで､ 2235の１､ 2236､ 2237の１､ 2237の３､ 2237の４､ 2238から2241までの各一部､ 2241の１､

2241の２の一部､ 2241の３の一部､ 2244の２の一部､ 2247の１の一部及びこれらの区域に隣接する道路である

国有地の一部

公 告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により､ 次の土地改良区から理事及び監事の退任及

び就任の届出がありました｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

○保々新田土地改良区 (四日市市市場町2734－１)

退任理事

四日市市中野町1555－76 山 川 時 男

〃 西村町2994 市 川 太加吉

〃 〃 2967 山 川 年 一

〃 市場町2731 市 川 忠 義

〃 中野町209－１ 樋 口 和 勝

〃 市場町2923 藤 牧 定 則

退任監事

四日市市市場町2947 山 川 勝

〃 〃 2750の１ 斉 藤 喜代之

就任理事

四日市市市場町2922 斉 藤 正

〃 〃 2739－２ 山 川 秀 紀

〃 〃 2946 服 部 和 生

〃 〃 2730 斉 藤 武

〃 西村町2979 山 川 宗 美

〃 中野町1491－９ 山 川 淑 子

就任監事

四日市市中野町1468－３ 斉 藤 一 三

〃 市場町2757－４ 森 島 利 治

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第54条第３項の規定により阿下喜北部土地改良区から換地処分 (基盤整

備促進事業 (ほ場整備担い手育成型) 阿下喜北部地区) を行った旨の届出がありました｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭
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次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号) 第59条の規定により

公告します｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

１ 競争入札に付する事項

� 委託業務名

住民基本台帳ネットワークシステムの県サーバ運用管理支援業務委託

� 委託業務内容

仕様書によります｡

� 委託業務期間

平成14年２月１日 (金) から平成16年１月31日 (土) までとします｡

� 実施場所

三重県志摩郡阿児町神明字寺川原764番地165

志摩サイバーベースセンター

２ 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次の各号の全ての要件を満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号｡ 以下 ｢規則｣ という｡) 第60条第２項の規定による入札参

加資格者名簿に登録されている者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により､ 指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� すべての県税並びに消費税及び地方消費税に未納のない者であること｡

３ 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次の�から�までに示す書類等を平成14年１月18日 (金) 午後５時までに､ ４

の�の場所に提出しなければなりません｡ 申請書及び添付書類は持参するものとし､ 郵送または電送によるも

のは受け付けません｡ 提出された書類等を審査の結果､ 当該業務を遂行することができると認められる者に限

り､ 入札の参加対象者とします｡

なお､ 提出した書類等について説明を求められた場合は､ 速やかにこれに応じなければなりません｡

� 競争入札参加資格確認申請書 (所定様式があります｡)

� ｢競争入札参加資格審査結果 (登録) 通知書｣ の写し (ただし､ 平成８年１月１日までに本県の資格審査

を受けた者は ｢入札指名資格者名簿登録済通知書 (物件用)｣ とします｡)

� 下記ア又はイによる納税確認 (証明) 書等 (発行日から起算して６月以内のものに限る｡)

ア 県内に本店を有する事業者

� すべての県税についての ｢納税確認書｣ (所管県税事務所が発行したものです｡)

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その３ 未納の税額のないこと用)｣ (所管税務署が

発行したものです｡)

イ 県外に本店を有する事業者

� 県内の事業所に賦課されるすべての県税についての ｢納税確認書｣ (所管県税務署が発行したもので

す｡)

� 本店分の消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その３ 未納の税額のないこと用)｣ (所管

税務署が発行したものです｡)

４ 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒514-8570 三重県津市広明町13番地

三重県地域振興部市町村課

電話 059-224-2171

� 入札説明書 (仕様書) の交付方法

入札説明会場で配布するほか､ 平成14年１月８日 (火) から同月18日 (金) まで (土曜日､ 日曜日及び休

日を除きます｡)､ 午前９時から午後４時30分までの間に４の�の場所で配布します｡

� 入札説明会の日時及び場所

ア 日時 平成14年１月15日 (火) 午前９時30分
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イ 場所 三重県津市栄町１丁目 県民サービスセンター６階第63会議室

� 入札の日時及び場所

ア 日時 平成14年１月24日 (木) 午前10時

イ 場所 三重県津市栄町１丁目 県民サービスセンター６階第63会議室

� 開札の日時及び場所

４の�に同じです｡

� 契約条項を示す場所

４の�に同じです｡

� 入札の方法に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人がするものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載にあたっては､ 入札書に記載された金額の100分の５に相当する額を加算した金額 (当該

金額に１円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格としますので､

入札者は､ 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額の105分の100に

相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は入札金額の100分の５以上の額とします｡ ただし､ 規則第70条第１項各号のいずれかに該

当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とします｡ ただし､ 規則第75条第１項各号のいずれかに該

当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第66条の規

定により作成された予定価格の制限の範囲内の価格で､ 最低の価格をもって入札を行ったものを落札者と

します｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

72条各号のいずれかに該当する者のした入札は､ 無効とします｡

５ その他

� 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 契約書作成の要否

要

� 詳細は入札説明書 (仕様書) によります｡

� 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行なうことができないときは､ 入札を中止します｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号) 第59条の規定により

公告します｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

１ 競争入札に付する工事概要

� 工事番号及び工事名

平成13年度国補橋梁・国０国第８－分１号

一般国道260号下津浦拡幅神津佐大橋国補橋梁整備工事 (上部工)

� 工事場所

三重県度会郡南勢町大字神津佐地内

� 工事概要

橋梁上部工 (２径間連続鋼床版鈑桁橋) Ｌ＝78.0� Ｗ＝11.0�

工場製作工 １式
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鋼橋梁架設工 １式

橋梁付属施設工 １式

� 工期

平成14年３月から平成15年２月下旬まで (予定)

� 使用する主要な資機材等

鋼材 Ｗ＝312ｔ コンクリート Ｖ＝30�

� 契約後VE方式工事

本件工事は､ 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事です｡

２ 競争参加資格に関する事項

対象工事の一般競争入札に参加できる者は､ 競争参加資格確認申請日から入札執行日までの間において､ 次

に掲げる条件をすべて満たしている者であることとします｡ ただし､ �については､ 入札日の前日までに登録

されていれば足りるものとします｡

� 建設業法 (昭和24年法律第100号) 第３条の規定による鋼構造物工事の特定建設業者であること｡

� 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査 (審査基準日が平成11年10月１日から平成12年９月30日ま

での間とします｡ ただし､ この期間に審査を受けていないものにあっては､ 直近のもので可とします｡ 以下

同じ｡) を受審し､ ｢鋼橋上部工事｣ の総合評点が1,200点以上である者｡ ただし､ 県内に本社を有するもの

は､ 1,100点以上である者｡

� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡

� 三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること｡

� 平成３年度以降 (過去10年間) に単独または共同企業体の構成員 (出資比率20％以上のものに限る｡ 以下

同じ｡) として本件工事と同種工事 (道路橋で､ 橋梁形式が単純鈑桁橋 (単独鋼床版鈑桁橋を除く) を除く

鋼橋で､ 最大支間長が25�以上の自社製作を含む工事｡ 以下同じ｡) の施工実績を有する者

� 鋼橋梁製作のための自社工場を有する者｡

	 本件工事において､ 次の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること｡

ア １級土木施工管理技士の資格又はこれらと同等以上の資格を有すること｡

イ 平成３年度以降 (過去10年間) に本件工事と同種工事の施工経験を有する者を配置すること｡

ウ 監理技術者にあっては､ 監理技術者資格者証を有すること｡


 三重県建設工事等指名停止措置要領による指名停止を受けている期間中でないこと｡

� 手形交換所により取引停止処分を受けている等､ 経営状態が著しく不健全な者でないこと｡

� 本件工事の設計業務の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において､ 関係がないこと｡

３ 入札手続等

� 入札説明書並びに設計図面及び仕様書の配付等

入札説明書並びに設計図面及び仕様書 (以下 ｢設計図書等｣ といいます｡) は次のとおり閲覧及び配付し

ます｡

ア 閲覧及び配付期間

平成14年１月８日 (火) から同年２月26日 (火) までの午前９時から午後５時まで (土曜日､ 日曜日及

び祝日を除きます｡)

イ 閲覧及び配付場所

〒516-0035 三重県伊勢市勢田町622番地

三重県南勢志摩県民局伊勢建設部総務グループ

電話 0596-27-5198

ウ 方法

入札説明書は無料です｡

設計図書及び仕様書等は実費が必要です｡

� 競争参加資格の確認

入札参加希望者は､ 競争参加資格確認申請書 (以下 ｢申請書｣ といいます｡) 及び以下の添付資料を提出

して､ 競争参加資格の確認を受けなければなりません｡ なお､ 期限までに申請書及び添付資料を提出しない

者又は競争参加資格がないと認められた者は､ 入札に参加することができません｡

ア 添付資料


 同種工事の施工実績
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� ２の�に定める配置予定の主任技術者等の資格・工事経験

� ２の�に定める経営事項審査結果通知の写し

イ 申請書及び添付資料の提出期間

� 提出期間

平成14年１月８日 (火) から同年１月24日 (木) までの午前９時から午後５時まで (土曜日､ 日曜日

及び祝日を除きます｡)

� 提出場所

〒516-0035 三重県伊勢市勢田町622番地

三重県南勢志摩県民局伊勢建設部総務グループ

電話 0596-27-5198

� 提出方法

申請書及び添付資料は持参するものとし､ 郵送又は電送によるものは受け付けません｡

� 入札書の受領期限及び場所

ア 入札日時

平成14年２月27日 (水) 午前10時00分 (ただし､ 郵送 (書留郵便に限ります｡) による入札については

平成14年２月26日 (火) 午後５時必着とします｡)

イ 入札場所

〒516-0035 三重県伊勢市勢田町622番地

三重県南勢志摩県民局伊勢庁舎 会議棟 第６会議室

電話 0596-27-5198

ただし､ 郵送による入札については､ 次の場所に郵送してください｡

〒516-0035 三重県伊勢市勢田町622番地

三重県南勢志摩県民局伊勢建設部総務グループ

電話 0596-27-5198

ウ その他

本件工事に係る競争参加資格通知書 (写しも可とします｡) を提示してください｡

� 開札日時及び場所

ア 開札日時

平成14年２月27日 (水) 午前10時00分 (入札書が提出された後､ 直ちに行います｡)

イ 開札場所

�のイに同じです｡

４ 契約後VE方式工事

契約締結後､ 請負者は､ 設計図書に定める工事目的物の機能､ 性能等を低下させることなく請負代金額を低

減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について､ 発注者に提案することができます｡

提案が適正と認められた場合には､ 設計図書を変更し､ 必要と認められる場合には請負代金額の変更を行う

ものとします｡ 詳細は特記仕様書によります｡

５ その他

� 入札､ 契約等の手続きにおいて使用する言語及び通貨は､ 日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金

納付するものとします｡ ただし､ 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号｡ 以下 ｢会計規則｣ とい

います｡) 第70条第１項各号に該当するときは免除します｡

イ 契約保証金

納付するものとします｡ ただし､ 会計規則第74条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除します｡

� 入札の無効

本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに会計規則第72条

各号のいずれかに該当する入札は無効とします｡

� 落札者の決定方法

会計規則第65条及び66条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で､ 最低の価格を持って有効な入

札を行った入札者を落札者とします｡ ただし､ 落札者となるべき者の入札価格によっては､ その者により当
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該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは､ 予定価格の制限の範囲内の価

格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがあります｡

� 契約書作成の要否

契約書を作成することが必要です｡

� 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予

定はありません｡

� 三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されていない者も申請書及び資料を提出することができます

が､ 競争に参加するためには､ 当該名簿に登録され､ かつ､ 競争参加資格の認定を受けなければなりません｡

� 詳細は入札説明書によります｡

� 下記のア又はイによる納税確認書等 (発行日から起算して６月以内のものに限ります｡) の提示がないと､

当該入札等には参加できません｡

ア 県内に本店を有す事業者

� すべての県税 ｢納税確認書｣ (所管県税事務所が発行 (無料) したものです｡)

� 消費税及び地方消費税 ｢納税証明書の３未納税額のないこと用｣ (所管税務が発行 (有料) したもの

です｡)

イ 県外に本店を有する事業者

� すべての県税 ｢納税確認書｣ (所管県税事務所が発行 (無料) したものです｡) (県内に営業所等を有

する場合のみとします)

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書の３未納税額のないこと用｣ (所管税務署が本社分に

ついて発行 (有料) したものです｡)

� 本公告に関する問い合わせ先は下記のとおりです｡

三重県南勢志摩県民局伊勢建設部総務グループ

電話 0596-27-5198

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第20条第１項の規定により､ 都市計画の図書の写しの送付を受けました

ので､ 同条第２項の規定により､ 当該都市計画の図書の写しを縦覧に供します｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

１ 都市計画の種類

松阪都市計画公園

２ 縦覧場所

三重県県土整備部都市計画課

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第20条第１項の規定により､ 都市計画の図書の写しの送付を受けました

ので､ 同条第２項の規定により､ 当該都市計画の図書の写しを縦覧に供します｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

１ 都市計画の種類

嬉野都市計画用途地域

２ 縦覧場所

三重県県土整備部都市計画課

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第20条第１項の規定により､ 都市計画の図書の写しの送付を受けました

ので､ 同条第２項の規定により､ 当該都市計画の図書の写しを縦覧に供します｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

１ 都市計画の種類

嬉野都市計画地区計画

２ 縦覧場所

三重県県土整備部都市計画課
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工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

平 成 13 年

11 月 21 日
員弁郡東員町大字山田字南林1677－１

員弁郡東員町大字北大社846

石 垣 勉

平 成 13 年

11 月 21 日
員弁郡員弁町大字坂東新田字三番割88－３

員弁郡員弁町大字坂東新田92－２

水廣製機株式会社

代表取締役 吉 川 雄之助

平 成 13 年

11 月 21 日
桑名郡木曽岬町大字和泉16－２ほか４筆

桑名郡木曽岬町大字和泉17

有限会社竹内建設

代表取締役 竹 内 悟

平 成 13 年

11 月 28 日
桑名市大字森忠字乗越平1724－17

桑名市西正和台４丁目13－28

中 澤 勇 次

平 成 13 年

11 月 28 日

桑名市松ノ木５丁目16－17及び大字額田字松ノ木

谷1312－２

愛知県稲沢市下津町西下町51－４

諸戸アイサン住拓株式会社

代表取締役 松 本 義 彦

平 成 13 年

12 月 ３ 日
桑名市大字西汰上字弥平田2190－２

桑名市筒尾５丁目12－１

伊 藤 照 茂

伊 藤 久 美

平 成 13 年

12 月 ３ 日
桑名郡長島町大字押付字小六536－９ほか１筆

桑名郡長島町大字西外面435

加 藤 義 則

平 成 13 年

12 月 10 日
一志郡三雲町大字曽原字平田467ほか１筆

松阪市久保町1855－255

協和不動産株式会社

代表取締役 和 田 幾 夫

平 成 13 年

12 月 17 日

桑名市大字五反田字諸士山1258ほか140筆 (第１

期)

桑名市大字大仲新田441

大丸不動有限会社

代表取締役 松 岡 倫 弘

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の規定により許可しました開発行為に関する工事は､ 次の

とおり完了しました｡

平成14年１月８日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

お 知 ら せ
地方公務員法 (昭和25年法律第261号) 第50条第１項の規定により､ 次のとおり公開による口頭審理を行いま

す｡

平成14年１月８日

三重県人事委員会委員長 佐 合 允 之

１ 日時 平成14年１月16日 (水) 午後２時

２ 場所 津市栄町１丁目891 三重県勤労者福祉会館４階

三重県人事委員会室

３ 内容

不服申立人 三重県立長島高等学校教諭 弓矢伸一から､ 三重県教育委員会が平成12年５月29日付けで行っ

た懲戒処分 (戒告) の取消しを求める不服申立てがあり､ その審理を行います｡

４ 傍聴人の定員

15名｡ ただし､ 当事者に５名ずつ割り当てるため､ 一般の傍聴は５名とします｡
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正 誤
平成13年12月７日付け三重県公報第1325号に登載しました｡ 開発行為に関する工事の完了公告中

ページ 行

６ ６

誤

三重郡川越町大字当新田字山口181－１ほか３筆

正

三重郡川越町大字当新田字出口181－１ほか３筆
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